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伊佐市第８回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  平成２６年１１月２０日（木）午前８時５６分から１０時４０分 

 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 

 

３．出席委員  （１９人） 

     会  長   ２１番委員  

     委  員   １番委員  ２番委員   ３番委員   ４番委員 

５番委員  ６番委員   ８番委員   ９番委員 

１０番委員 １１番委員   １２番委員  １３番委員 

１４番委員 １５番委員  １６番委員  １７番委員 

  １８番委員 １９番委員 

      

４．欠席委員  （１人） 

    欠席者    ２０番委員   

 

５．議事日程 

 

  第１ 議事録署名委員の指名  （１８番委員）（１９番委員） 

 

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

     議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

     議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 

     議案第４号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について 

議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第 7号「非農地証明願」について  

 

６．農業委員会事務局職員 

 

      事務局長  農地振興係長   農地振興係書記 
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開始時間  午前８時５６分 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、平成２６年度第８回農業委員会総会

を開催いたします。 姿勢を正してください。 一同礼。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

皆さんおはようございます。 

本日は、２０番委員から体調が悪い為欠席届が出されております。 

本日の出席人員は１９人で、規定に達しておりますので、総会は成立

いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１８番委員と１９番委員に、お願いをいたします。 

皆さん秋の採り入れも一段落され、ほっとされているところだと思い

ます、お疲れさまでした。 

今年の伊佐の稲作の作況指数は９３という事で、出来は良くなかった

ようで、虫の被害があったり、倒伏したりで１割ていどの減収があった

と聞いています。 

先日佐賀県鹿島市農業委員会の方に研修に行きました、最近は鹿島市

の方も水田もほ場整備をされているところですけど、１０aの利用料は

玄米４５ｋｇと安くなっているようで、伊佐は高いと感じてきました。 

また、地主さんが管理料を払って耕作してもらっている方もいらっし

ゃるようですと話されていました。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号農地法第１８条第６項の

規定よる通知と報告２号農業用生産施設届出につきまして報告をお願

いします。 

 

報告「農地法第１８条第６項の規定による通知」につきましてご報告

いたします。 

資料の１～１０ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権の合意解約が３０件、農地法第

３条の解約が１件ありました。 

１０ページの整理番号３１番の借人ＨＭ氏は、代理人のＨＡ氏です。 

以上、ご報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

報告が終りました。 

委員の皆さん質問はありませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

議案第1号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決定

について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号、経営基盤強化促進法農地利用集積計画に係る意見決定の

うち所有権移転分について説明いたします。 

１１月１８日に、整理番号８番の貸人ＤＭ氏と借人ＤＨ氏の利用権設

定について取下げてくださいと、申請人からありました。 

そこで、本日、新たに修正した２１－１ページの総括表を配布いたし

ましたのでそれをご覧ください。 

期間は２年１１カ月から９年１１カ月で、面積は、田、８３,７９８

㎡、畑、１８,１６７㎡の合計１０１,９６５㎡です。 

利用権の設定をする者の数３１人、設定を受ける者の数２４人です。 

 土地の明細につきましては、１１ページから２１ページの整理番号１

番から３３番のとおりです。 

 皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

只今事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質疑はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第1号の事務局の報告のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る

意見については、決定いたしました。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て提案します。 

 

整理番号１番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１番について、去る１１月９日 受人の立ち会いのもと現地調

査を行ないましたので１６番が報告をいたします。 

申請人ＭＭさんは、伊佐市大口田代に居住され、自治会は辺母木で、

年齢は６１歳です。 

渡人ＭＴさんは、伊佐市大口田代に居住され、自治会は崎山東で、年

齢は９８歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字岩川内、地目は田、地籍は３９３㎡で売

買であります。 

受人の経営面積は２６，６８５㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅の木戸口で良く管理された水田

であります。 

また、経営意欲もあり農機具等は全て完備されておりました。 

添付書類として全部事項証明書・字図等全て揃っております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終

わります。  

 

１６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について、１６番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定しました。 
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議 長 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号２番について、去る１１月７日に現地調査を行いましたので１

１番が報告いたします。 

申請人ＫＫさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、自治会は岩坪、年齢

は３８歳です。 

渡し人ＩＹさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、自治会は比良、年齢

は６５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字鳥越、他３筆、地目は田、地籍は合計６，

２８０㎡で、所有権移転売買であります。 

受け人の経営面積は１２９，３６２㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は３名で、通作距離は、自宅より６キロ位であり、現況は

良く管理された水田であります。 

申請人は年齢も若く、認定農家でもあり経営意欲もあり、農機具等は

全て完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号２番について、１１番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定しました。 

 

整理番号３番・４番・５番について、譲り受人が同一人ですので一括

して担当委員の調査報告を求めます。 
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５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

５番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号３番・４番・５番について、去る１１月１０日に現地調査を行

いましたので、５番が報告いたします。 

整理番号３番の譲渡人、ＥＩさんは、伊佐市大口里に居住され、自治

会は小水流で、年齢は６７歳であります。 

申請地は、伊佐市大口田代字東原、地目は畑、地籍は８５７㎡で、所

有権移転売買であります。 

整理番号４番の譲渡人、ＳＳさんは、宮崎市小松台東２丁目に居住さ

れ、年齢は６０歳であります。 

申請地は、伊佐市大口田代字東原９、地目は畑、地籍は８１７㎡で、

所有権移転売買であります。 

整理番号５番の譲渡人、ＳＲさんは、鹿児島市光山１丁目に居住され、

年齢は８７歳であります。 

申請地は、伊佐市大口田代字東原、地目は畑、地籍は２，０８１㎡で、

所有権移転売買であります。 

譲受人、ＴＹさんは、薩摩郡さつま町中津川に居住し、年齢は５２歳

であります。 

 申請地の所在地は、北さつま農協崎山支所米倉庫の南側にあって、北

は宅地、南側は土手、東と西側が畑となっています。 

受人は、新規就農者で現在鹿児島有機生産組合の研修生として、羽月

崎山地区の担当組合員の所で研修を受けながら働いております。 

受人の経営面積は、整理番号３番・４番・５番の面積に、議案第１号、

整理番号４番で利用権設定をしましたので、総面積は６，４８７㎡とな

り、取得可能面積であります。 

受け人の経営面積は１０９、６６４㎡で、 

農業従事者は２名で、通作距離は３０分でありますが、現在申請地の

近くに住宅を建設中であります。 

経営意欲もあり、農機具等は現在トラクターのみでありますが、必要

な農機具は除々に取り揃えて行く予定とのことです。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

５番委員の調査報告が終わりました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

３番・４番・５番について、５番委員の調査報告のとおり、許可する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番・４番・５番は、許可が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１５番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号６番について、去る１０日に、受人のＨＩさん立会のもと、現

地調査を行いましたので１５番が報告いたします。 

受人、伊佐市菱刈南浦に居住のＨＩさん、自治会は本城麓で、年齢は

７１歳です。 

渡人は、伊佐市菱刈徳辺に居住のＨＭさん、自治会は千鳥で、年齢は

５４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字寺山、他１筆で、地目は田、合計面積は

１，９６８㎡で、法律関係は所有権移転贈与であります。 

申請地の位置はスカラーより南の方に１キロ位で、現況は、ほ場整備

された水田であります。 

受け人の経営面積は、４，１９０㎡ですが、今回１，９６８㎡を取得

されますので、取得可能面積であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

１５番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号６番について、１５番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の調査報告を求めます。 

８番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のう

ち、整理番号７番について、去る１１月１４日に現地調査を行ないま

したので８番が報告をいたします。 

申請人で受人のＩＭさんは、伊佐市大口原田に居住され、自治会は

西原、年齢は６０歳です。 

渡人ＩＡさんは、伊佐市大口原田に居住され、自治会は西原、年齢

は８６歳です。 

申請地は伊佐市大口青木字柳田、地目は田、地積は ４，６３８㎡

で、親子の所有権移転贈与あります。 

申請地は、自宅より東に約２００ｍ位に位置しています。 

受け人の経営面積は ３２，５６２㎡で取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は約２００ｍ位で、現況は良く管理

された農地です。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書・字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告

を終わります。  

 

 

８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号７番について、８番委員の調査報告のとおり、許可すること
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定しました。 

 

整理番号８番・９番について、譲り受人が同一人ですので一括して担

当委員の調査報告を求めます。 

４番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号８番・９番について、去る１１月１５日に、現地調査いたしま

したので４番が報告いたします。 

整理番号８番の渡し人、ＹＮさんは、伊佐市大口田代に居住され、自

治会は田代で、年齢は６７歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字千鳥山、地目は田、地籍は１０２㎡で所

有権移転売買です。 

整理番号９番の渡し人、ＯＫさんは、伊佐市大口曽木に居住され、自

治会は曽木で、年齢は５３歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字千鳥山、地目は田、地籍は合計１，３６

２㎡と千鳥山、地目は田、地籍は合計１，３１８㎡、合計の２，６８０

㎡で、所有権移転贈与あります。 

受人、ＴＴさんは、伊佐市大口曽木に居住され、自治会は中央で、年

齢は６６歳です。 

受け人の経営面積は、１３，７８９㎡で、取得可能面積であり、農業

従事者は２名です。 

所在地は三宝保全株式会社事務所の道路向かいに位置しております。 

現況は良く管理された農地で、経営意欲はあり、農機具等は完備され

ております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号８番・９番について、４番委員の調査報告のとおり、許可す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番・９番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１０番について、担当委員の調査報告を求めます。 

８番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のう

ち、整理番号１０番について、去る１１月１４日に現地調査を行ない

ましたので８番が報告をいたします。 

申請人で受人のＭＨさんは、伊佐市大口里に居住され、自治会は西

本町、年齢は５２歳です。 

渡人ＭＹさんは、伊佐市大口青木に居住され、自治会は下青木、年

齢は８４歳です。 

申請地は伊佐市大口青木字天神ノ前、地目は田、地積は ２，８１

２㎡ 他４筆で、合計面積５，６５９㎡です。 

親からの所有権移転贈与あります。 

受け人の経営面積は ９，８３０㎡で、取得可能面積であります。 

申請地は大口東小学校より東に約５００ｍ位に位置しています。 

農業従事者は２名で、通作距離は約３キロ位で、現況は良く管理さ

れた農地です。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書・字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告

を終わります。  

 

８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

整理番号１０番について、８番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は、許可が決定しました。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て、申請件数１０件について、１０件の許可が決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外・編入申出の

意見決定について、整理番号１番について、担当委員の報告を求めま

す。 

１２番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外・編入申出の

意見決定について、整理番号１番について、去る１１月１４日に、１０

番委員・１７番委員と私１２番委員と申請者のＮＭさんの夫、立会のも

と現地調査を行いましたので報告いたします。 

申請人ＮＭさんは、伊佐市大口青木に居住され、年齢は５３歳で、自

治会は上青木中であります。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字柿木畑で、地目は畑、面積は５８９㎡で

あります。 

申請地の位置は、田中小学校裏の北部地域簡易水道施設より北東に３

００ｍに位置し北側は農道、南、東、西側は山林に囲まれています。 

申請人は相続で譲り行けたが、親がすでに山林にしていたもので今後

は、山林として管理したいとの事であります。 

今回、農業振興地域整備計画の一部変更・除外・編入申請したもので

あります。 

以上のような理由により３名で協議しましたが、除外はやむをえない

妥当と判断いたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、その他必要書類が添付されていま

す。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１２番委員の調査報告が終わりました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

１４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１２番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号２番・３番については、申請者が同一人ですので一括して担

当委員の調査報告を求めます。 

１４番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外・編入申出の

意見決定について、整理番号２番・３番について去る１１月１４日に、

申請者のＫＴさん欠席のため代理人のＫＫさんと、株式会社ＥＳ、立会

のもと１１番委員・事務局と私１４番委員と共同調査を行いましたの

で、私１４番が報告いたします。 

申請人ＫＴさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は６５歳です。 

整理番号２番の申請地は、伊佐市菱刈前目字神之小野で、地目は畑、

面積は２，０９３㎡であります。 

除外目的は、太陽光発電所建設のためです。 

申請地の位置は、周囲の状況は市役所菱刈庁舎より東に約９キロ位に

位置し五色集落であります。 

北側は荒地、南側は道路、東側宅地、西側宅地でありますが空き家と

荒地であります。 

整理番号３番の申請地は、伊佐市菱刈前目字神之小野で、地目は畑、

面積は２，３０６㎡であります。 

除外目的は、太陽光発電所建設のためです。 

申請地の位置は、周囲の状況は市役所菱刈庁舎より東に約９キロ位に

位置し五色集落であります。 

北側は山林、南側は荒地、東側荒地、西側荒地であります。 

 当申請は具体的な転用計画があり、除外目的に通常必要とされる面積

からみて妥当と思われ農用地区以外にある代替え地の検討結果は妥当

であり農用地の外周部２辺以上接続しているが、除外することで農用地

の集団化や農作業の効率化への影響はないと思われ、農用地区域内にお
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ける担い手の利用集積に支障を及ぼすおそれはなく農用地等保全施設

の有する機能に影響を及ぼすおそれはないと思われます。 

申請地は土地改良事業等がなされた土地ではなく、除外されたとして

も申請地は、第２種農地その他農地に該当すると思われ、転用が可能な

見込みのある農地であると思われます。 

以上のような理由により２名で協議しましたが、除外はやむをえない

妥当と判断いたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、その他必要書類が添付されていま

す。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１４番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番・３番は、意見並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

整理番号４番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外・編入申出の

意見決定について、整理番号４番について、去る１１月１４日に、申請

人のＯＴさん立会のもと１４番委員・事務局・１１番委員で共同調査を

行いましたので、私１１番が報告いたします。 

申請人ＯＴさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は７９歳であり

ます。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字楢木原で、地目は畑、面積は１，０４４

㎡であります。 

申請地は、下目集落の北側の台地に位置して現況は畑であります。 

申請地の北側は山林、南側は畑、東・西側は山林です。 

除外目的は、周囲は山林で陽当たりが悪く畑として管理していけない
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

今後は山林にしたいとの事でした。 

当申請は具体的な転用計画があり農用地の外周部２辺以上接続して

おりません、除外することで農用地の集団化や農作業の効率化への影響

はないと思われ、農用地区域内における担い手の利用集積に支障を及ぼ

すおそれはないと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、その他必要書類が添付されていま

す。 

以上のような理由により２名で協議しましたが、除外はやむをえない

妥当と判断いたしました。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１１番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、申請件数４件について、意見の決

定４件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号 農地転用事業計画変更申請に係る決定について、整理

番号１番・２番・３番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第４号 農地転用事業計画変更申請に係る決定のうち整理番号

１番につきまして去る１１月７日に事務局にて現地調査及び聞き取り

調査を行いましたのでご報告申し上げます。 

 申請は平成２５年７月２９付けで受理し同年８月２６日付けで許可

致しました案件であります。 

許可内容につきまして簡単に概要を申し上げます。 
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 転用目的は太陽光発電施設であり譲渡人はＯＨ外３名、譲受人は本社

をカナダに置くＫＳＪであり世界的に新エネルギー事業を展開してい

る法人です。 

事業計画面積は３０,０７０㎡で内１１,１９５㎡が畑であり権利の

種類は賃借権設定で第２種農地その他の農地、総工費６億円でありま

す。 

場所につきましては大字白木のすずらんの里の先の富ケ丘自治会ロ

ータリー東側になります。 

 今回の申請は事業計画変更及び事業承継であります。 

前者につきましては昨年の許可の際、事業計画の一部に農業用倉庫が

あり当時取り壊し太陽光で貸し付ける計画でしたが、その後所有者が倉

庫の必要性を申し出てきたため倉庫を残し着工に向けて測量をしてみ

ると倉庫部分が４０８㎡あり、２００㎡以上になると転用行為に当たる

ため今回分筆し倉庫部分においてはこの後議案第５号により報告がご

ざいます。 

よって転用面積おいては昨年の許可面積より４０８㎡減る事になり

ます。 

 後者につきましてＴＰはＫＳＪの１００％出資の子会社であり日本

での太陽光発電施設専門の事業を行う法人ですが、昨年の許可時にはま

だ設備認定許可を得ておらず直接事業が出来なかったため親会社が許

可を得ました。 

子会社は本年1月に設備認定許可を得たため当該農地での事業遂行を

行い自社の経営安定を図ろうとするものです。 

 添付書類は事業計画変更申請書、面積変更比較表、全部事項証明書、

地積測量図、現況図、法人履歴事項全部証明書、法人定款が添付されて

おります。 

 以上のような理由により当申請は事業を迅速に遂行するためにやむ

を得ないと思われますので委員の皆様のご審議方をよろしくお願いい

たします。 

 

議案第４号 農地転用事業計画変更申請に係る決定の内番号２、３番

につきまして関連がございますので一括してご報告申し上げます。 

 申請は平成２６年９月２０付けで受理し同年１０月２４日付けで許

可致しました案件であります。 

 事業計画変更内容については両案件とも権利の種類が使用貸借権か

ら贈与への変更であります。  

両申請は家族間の贈与であり変更理由は土地を取得する事によって

太陽光発電施設の経営者として責任を持たせる為や資金面及び補助金
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

等の活用により贈与に変更したいとのことです。 

 土地については１０月総会において許可を得ていますので現在着工

に入っており確実に目的達成するものと思われます。 

 以上のような理由により本申請は何ら問題はないと思われますので

委員の皆様のご審議が田よろしくお願いいたします。 

 

事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

事務局の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に

賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番・２番・３番は、意見の決定並びに許可及び諮問

が決定しました。 

 

議案第４号 農地転用事業計画変更申請に係る決定について、申請

件数３件について、意見の決定３件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について、担当委員の

報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第５号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について、調査の結果を

１６番が報告いたします。 

去る１１月１４日に、会長と３番委員、１６番委員で、申請人ＯＨさ

ん立会のもと、共同調査を行いましたので１６番が報告いたします。 

申請人ＯＨさんは、伊佐市大口白木に居住され、年齢は５１歳で、自

治会は富ヶ丘であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口白木字山神、地目は畑、地籍は４０８

㎡であります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっており転用目的は農業用

倉庫の継続使用であります。 

元々、３，２９２㎡の一角に蚕室として当時１００㎡位ですが使用さ

れていたものを、平成２２年に親から相続され今回分筆されて４０８㎡

に建っている蚕室を農業用倉庫として継続という事になります。 

申請地の所在地は、富ヶ丘ロータリーから東に２００ｍ位に位置しみ

南側道路、北、東側畑、西側は宅地となっており周囲に与える影響はな

いと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、字図、被害防除に関する計

画書、被害防除に関する誓約書、始末書等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名で協議した結果、適切であると判断

いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の

報告を終ります。 

 

１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１６番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決

定に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

議案第５号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請件数１件については、意見の決

定並びに許可及び諮問１件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について 整理番号１番について、担当委員の報

告を求めます。 

６番委員。 
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６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号１番について、去る１１月１４

日に申請人のＭＹさんの夫の立会いのもと、８番委員、９番委員、私６

番委員で共同調査いたしましたので６番が報告いたします。 

譲受け人は、伊佐市菱刈重留にお住まいの有限会社ＩＫ代表ＭＲさ

んは譲渡人の息子さんであります。 

譲渡人は、伊佐市菱刈重留にお住まいのＭＹさん６２歳で、自治会は

重留西であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口大田字下木崎で、地目は畑、地積は５

１４㎡であります。 

本申請の転用目的として、太陽光発電施設を建設されるものでありま

す。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２１０枚、パネル設置総面

積は２３６㎡、太陽光発電量は約４９．２ｋｗを予定しているそうです。 

申請地の所在地は、木崎自治会館の先１００ｍ位に位置し北側は宅

地、南側農道、東側山林、西側が宅地になっております。 

農地区分は、第２種農地その他農地です。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、

融資証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図等が提

出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

６番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

１９番委員。 
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１９番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号２番について、去る１１月１４

日に申請人の代理人Ｔ行政書士立会いのもと５番委員、１８番委員と私

１９番委員の３名で共同調査いたしましたので私１９番が報告いたし

ます。 

譲受け人は、鹿児島市西紫原町にお住まいのＭＮさんであります。 

譲渡人は、伊佐市大口下殿にお住まいのＴＥさんで、年齢は６２歳で

自治会は駅前であります。 

他に、伊佐市大口宮人にお住まいのＴＹさんで、年齢は８３歳で自治

会は下ノ木場であります。 

本申請は所有権移転売買であり、転用目的は太陽光発電施設を建設さ

れるものであります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口宮人字新開原、地目は畑、地積は１３

９㎡と宮人字新開原、地目は畑、地積は６５５㎡の２筆合計８４８㎡で

あります。 

農地区分は、第２種農地その他農地です。 

申請地の所在地は、大口リサイクルプラザ入口より東へ５００ｍ位に

位置しており南側は道路、東側は農道を挟んで畑、北側は山林、西側は

畑で周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２８４枚、太陽光発電量は

約５０ｋｗを予定しているそうです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、配置図、事

業計画書、被害防除に関する計画書、被害防除に関する誓約書、設備認

定通知書、資金証明書、委任状等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

１９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１９番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 

９番委員。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号３番について、去る１１月１４

日に申請人のＩＫさん、行政書士Ｔさん立会いのもと、６番委員、８番

委員と私９番委員の３人で、共同調査いたしましたので私９番が報告い

たします。 

譲受け人は伊佐市大口山野にお住まいのＩＫさん、自治会は上之馬場

で、年齢は６４歳です。 

譲渡人は、大阪市西成区梅南１丁目にお住まいのＯＴさんです。 

本申請は所有権移転売買で目的は鶏舎となっております。 

申請地の所在地は、伊佐市大口山野字外平、地目は畑、地積は３０１

㎡であります。 

農地区分は、第２種農地でその他の農地となっております。 

申請地の所在地は、山野中学校の裏の道路を東に約３００ｍで自宅の

前の位置しており、周囲に与える影響は無いものと思われます。 

鶏を飼育する鶏舎の他は作業場として使用する予定です。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、配置図、事

業計画書、被害防除に関する計画書、被害防除に関する誓約書、資金証

明書、委任状等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

９番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

１０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

よって整理番号３番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の報告を求めます。 

１０番委員。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号４番について、去る１１月１４

日に申請人のＩＴさん欠席でありましたが、１０番委員と、１２番委員、

１７番の３名で共同調査いたしました。 

申請人で譲受人は、ＩＴさん、伊佐市大口目丸に居住されています。 

譲渡人は、伊佐市大口原田にお住まいのＫＴさんで、年齢７５歳でご

ざいます。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字薬師原で、地目は畑、地積は６７８㎡で

あります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は一般住宅であります。 

農地区分は、第２種農地でその他の農地となっております。 

申請地の所在地は、薬師神社の東側に約２００ｍ位に位置し周りは宅

地で、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、残高証明書、

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図等が提出されており

ます。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

１０番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

はい 

 

事務局 

 

１０番委員さん報告に補足して説明いたします。 

面積が６７８㎡あるのです、一般住宅はおおむね５００㎡未満で、１

割増しまで容認となっているのですがそうすると、５５０㎡なのです。 

通路を確保するため控えて建てなければいけない事と、奥の方の車庫

を設ける、もうひとつは農地として１３０㎡残しても利用価値があまり

無い事で、今回は６７８㎡で申請をされました。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１８番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０番委員の報告と事務局の補足説明が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１０番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の報告を求めます。 

１８番委員。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号５番について、去る１１月１

４日、申請人の代理人のＯ司法書士さん立会のもと、５番委員、１６番

委員、私１８番の３人で共同調査を行いましたので、１８番が報告いた

します。 

譲り受人は、伊佐市大口里にお住まいのＡＫさんで、自治会は里町あ

ります。 

譲渡人は、伊佐市大口里にお住まいのＩＨさんで、自治会は里町あり

ます。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は一般住宅を設置するもので

あります。 

申請地は、伊佐市大口里字竿境で、地目は田、地積は２９１㎡です。 

農地区分は、第３種都市計画用途区域内となっております。 

申請地の場所は、国道２６７号線のバイパスが国道２７８号線のつな

がる近くに位置しております。今工事中の国道２６７号線のバイパスが

大口高校裏を通って国道２７８号線と接続する所です。 

南側は道路を挟んで住宅、東側は水路を挟んで住宅、北側は田、西側

は道路を挟んで住宅であります。 

周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、配置図、事

業計画書、被害防除に関する計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水

処理確約書等が提出されております。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

１８番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１８番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の報告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号６番について、去る１１月１４

日に申請人のＷ株式会社代表取締役ＲＺさん代理人、行政書士ＫＳ氏で

ありますが、この日は東京出張の為、世話役のＩＴ氏が立会いのもと、

１６番委員、２１番委員、３番委員で共同調査いたしましたので私３番

が報告いたします。 

譲受け人は、Ｗ株式会社は、東京都品川区東品川２丁目に所在する株

式会社であり、代表取締役ＲＺ氏であります。 

譲渡人は、伊佐市大口下殿に居住のＨＭさんで、年齢８０歳で、自治

会は須原であります。 

申請地は、伊佐市大口下殿字須和野、地目は畑、地積は１，５００㎡

であります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており

ます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２００枚、パネル設置容量

は４９．５ｋｗを予定しているそうです。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、羽月小学校より南側に約１キロ位で、伊佐森林組

合より北側に５００ｍ位の所に位置し良く管理された畑で飼料を作付
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１３番委員 

 

 

してありました。 

また、西側が譲渡人のＨさんの宅地、南側が畑、東側は道路を挟んで

５ｍ位低い田、北側は県道であります。 

雨水等に十分気を付けて設置されるよう指導いたしました。 

周囲に与える影響はないものと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、会社の定款、

資金証明書、被害防除に関する誓約書、害防除に関する計画書、位置図、

字図、平面図等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

３番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請６件のうち、許可及び諮問６件が

決定しました。 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号 非農地証明願について、提案します。 

整理番号１番について、担当委員の報告を求めます。 

１３番委員。 

 

議案第７号 非農地証明願のうち整理番号１番について、去る１１月

１４日に、申請人のＯＹさん死亡のため孫のＫＭさん立会のもと、４番

委員、１５番委員、１３番委員 3名で共同調査をいたしましたので１３

番が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請人ＯＹさんは、伊佐市大口曽木で、自治会は川西です。 

申請地は、伊佐市大口針持字小永野、地目は田、面積は１７３㎡の他

７筆の合計面積６，１８６㎡で、平成５年より労働不足のため耕作しな

くなり周囲を山に囲まれて、現在は田んぼに行く道すらないと、手の施

しようのない状況となっておりました。 

農地性は喪失していて、農地への復旧は困難であると３名の調査委員

とも判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が添付されており

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１３番委員の報告のとおり、非農地として証明することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手、 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

４番委員。 

 

議案第７号 非農地証明願のうち整理番号２番について、去る１１月

１４日に、申請人のＫＭさん立会のもと、１３番委員、１５番委員、私

４番委員３名で共同調査をいたしましたので４番が報告いたします。 

申請人は鹿児島市常盤１丁目にお住まいのＫＭさんです。 

申請地は、伊佐市大口曽木字鳥田、地目は畑、面積は５，４０５㎡、

大口曽木字鳥田、地目は田、面積は１９６㎡、大口曽木字鳥田、地目は

田、面積は２，９６７㎡、大口里字竿境、地目は田、面積は１７８㎡で

農地性は喪失していて、農地への復旧は困難であると３名の調査委員と

も判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が添付されており

ます。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

４番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

４番委員の報告のとおり、非農地として証明することに賛成の委員

の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手、 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 

１５番委員。 

 

議案第７号 非農地証明願のうち整理番号３番について、去る１１月

１４日に、４番委員、１３番委員、私し１５番委員 3名で共同調査をい

たしましたので１５番が報告いたします。 

申請人ＫＭさんは、伊佐市菱刈荒田です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字西川、地目は田、面積は２７４㎡、他５

筆の合計面積３，８７７㎡です。 

申請地は水利がなくほ場は狭く、天水田のため２０年以上耕作してい

ないとの事です。 

申請地は、申請地の中に本人の住宅がありますが、東側は住宅、西側

は山林、南側は住宅、北側は道路です。 

非農地になった時期は平成６年より耕作しなくなり周囲を山に囲ま

れて、農地性は喪失していて、農地への復旧は困難であると３名の調査

委員とも判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が添付されており

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１５番委員の報告のとおり、非農地として証明することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手、 

よって整理番号３番は、非農地証明が決定しました。 

 

議案第７号 非農地証明願は、３件申請のうち、３件の証明許可が決

定しました。 

 

その他 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

その他 事務局お願いします。 

 

月例報告です。 

最後のページになります。 

１１月分の月例報告です。 

１４日を中心に現地調査をやって頂きました。 

本日２０日が、第８回目の農業委員会の総会でございます。 

２６日が、１１月の県の定例常任会議員会議が鹿児島市でございま

す。 

１２月の行事予定ですが、１２日を中心に現地調査をお願いします。 

１７日が、第９回目の農業委員会の総会・研修会になります。 

１９日が、１２月の定例常任会議員会議になります。 

以上です。 

 

我々の選挙も来年１０月にあるわけですけど、来年の通常国会で農業

委員会の選挙がどうなるか、我々の選挙が有るのか無いのかが決まるよ

うですけど、選任制度がいつから有るか分からないけど、来年の通常国

会が終わらないと分かりません。 

また、衆議院員総会が来月１４日に有るのではないかと言われていま

すので、忙しくなるのではないかと思います。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

 

伊佐市農業委員会 

会      長   会   長  

         

 

伊佐市農業委員   １ ８ 番 委 員 

         

 

伊佐市農業委員   １ ９ 番 委 員 

         

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

これで、平成２６年度第８回農業委員会総会を終ります。 

姿勢を正してください。 一同礼。 

 

終了時間  午前１０時４０分 

 

  


